
猛   :

賜 番号  第 00720000091号

産業廃棄物処分業許可証

住 所  福島県南4日馬市原町医上北高平字入遭他 125番地 1

氏 名 株式会社とまるさヤンター

代表好文締役 柱l藤光正

廃薬物の処理及ぴ潜揺に関する法練第 14条第 6項 の許可を受けた者であることを

証する。

福島県知事 内堀 雅雄

群  可

許 可

の  年  月

の 有 効 年 月

日

日

４

９

和

和

令

令 年 3月 26日

1 事業の範囲
(1)事業の:区分

中F職電処理 (焼却)

位}産業廃葉物の種類

①汚泥②廃油③廃酸④廃アルカリ⑤廃プラスチック類③紙くず③ホくず⑤繊維

くず③動楢物性残さ⑩ゴムくず⑮&属 くずlDガ ラスくず、コンタリートくず 〔工

作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く。)及ぴ的磁器くず

(こ れらのうち自動車等破砕物を含み、石綿含有産業廃築物.水銀使用製品産

業廃棄物与水銀含有ぱいじん等及ぴ特別管理芝染廃菜物であるものを除く。〕

以上12種類

2 事業の用に供するすべての施設

墓面記魂比のとおり

3 許可の条件

*準 ****半 ***

4 許可の更新叉は変更の状況

裏面譴載のとおり

5 規則第 10条の 4第 7項の規定による詳可証の提出の有無  有 ①



事業げジ用に俳するすべてげ〕施設

処理施設の種奏棗
"泥

の焼翼l施設 (政令第 7条第3号施設)兼廃油T,焼却施設 (政

令第7条第 5号施設)兼廃プラスチック類の綻却施設 (政令第 7

条第3号施設〕兼産業凝築物の擬却施設 (政令第 7条第 18号の
2加i設 )

(l悧 日本サ ムテ ック NH‐20NCSD里 )

処 理 能 力

汚泥の焼却施設として

廃油の焼却施設として

廃プラスチック類の焼却施設として

産業廃棄物
『

〕焼却施設として

X 混焼時の処理能力

4.8と /日

26.S tF日
11.6t'日
32.4 tr日
28.8t,日

(24時間 )

(24時聞〕

(24時間 )

(24「孝聞

'(24時間 )

許 可 年 月 日 平成 18年、19月 18日 (猟I振 P第 40号 )

設 置 年 ll日 平成 19年 3月 15同

設 置 場 所 福島県南相馬市原Wr医 上北高平宇入道及自125番地 1

※ 当該施設 Iま 平力t8年 10月 11日 に設置し、平ヵ比10年 1月 28日 に産業溌棄

物の焼却施設として待定産業廃棄物焼却施設の使用について届出しているり

上記設 L瞥 年月日及ぴ静可年月日は、汚泥♂〕焼却施設、廃油の焼却施設、廃プラ

スチック類ザ)攪却施設としての設―置許可に関するもの.

詳可の更新又は変更の状況

新規許可年月日 昭和 62
更新許可年月日 平成 元

変更辞可年月日 平成 3

変更許可年月日 平成 4
更新許可年月日 平成 9

更新許可年月日 平成 14
変更届出年月日 平成 14
変買届出年月日 平成 14
変更届 dと年月日 平成 19
更新詩可年月日 平成 19
変更届出年月日 平成 20
変更詐可年月日 平成 2o
更新許可年月日 平成 24
更新許可年月日 平成 29
更新許可年月日 常和 4
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９
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年

年

日

日

２

２

月

月

３

３
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年

年 ll月 25日

年 3月 27日
年 4月 9日
年 4月 15日
年 3月 19日
年 4月 10日
年 4月 24日
年 12月 12日
年 4月 20日

日
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２

２

月

月

３

４

年

年

(事業の区分から最終処分 (埋 立)を廃止〕

(法人各称及ぴ代表者の変更〕

(施設の処理能力等の変更)

(有船則闘 平虚19年 3月 2T3～平虚24年 8日 と6日 〕

(代表者の変更〕

(l留】目に廃駿を追加)

(有働朗l口l 平成B二 年3月 27日～平虚B争年3月 B6日 )

(育我l饂置 平戚29年 3月 ]Ta～鈴細1年 〕局をi日 )

(盲船側膊 令la 4年 3月 2T鳳
おV令和9年 3月 tS日〕

以 下 余 白


